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身元不明遺体の個人識別時に現場で作成されるデンタルチャート(DC)には、口腔内、
特に歯の状態（治療や修復物の状態）が記入されます。作成された遺体のDCは、通
院時の歯科記録（診療録やX線写真など）に基づき作成された生前のDCと照合する
ことにより、歯科的身元確認が行われています。
大規模災害時には、多数の身元不明遺体が発生するため、迅速かつ確実な身元の

確認作業が求められています。

研究の内容・特徴・独自性
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社会実装の可能性 アピールポイント

本研究に関する知的財産

・ 歯科的身元確認
・ デンタルチャートシステム
・ 生前歯科情報データベース
・ 生前DNA登録

デンタルチャートシステムを利用したデータベースは、身元不明者の
確認のみならず、生前の日常歯科診療時に入力したデータの全国
的なネットワーク化により、災害や事故が発生した際、身元の確認が
効率的に実施できます。
また、生前DNA登録は、本人の登録がない場合でも親族の登録

があれば、身元の確認が迅速に実施できます。

URL : https://researchmap.jp/ohirakdu
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災害現場で作成するDCはアナログデータで、身元確認用のデータ
ベースを作成するためには、データをデジタル変換する必要があります
が、データをPCに入力するために人手や時間を要することや入力ミス
が原因で身元確認作業に遅滞が生じるなどの問題がありました。

そこで、私たちは電子ペンを使用したデンタルチャートシステム
(KDU-DentCAS)を開発しました。本システムで作成するDCは、電
子ペンでの記入と同時にデジタルデータとして保存されるため、そのまま
データベースとして運用可能です。また、本システムを利用し、日常的
な歯科通院患者の歯科的情報を入力し、生前のデータベースとして
構築、整備しておけば、患者が万が一、事故や災害に遭遇した場合
、生前・死後のDCデータの照合を通じて、迅速かつ確実な身元確認
が可能になります。

一方、私たちは同意を得た希望者の口腔粘膜細胞からDNAを採
取し、身元確認に有用な部位のデータを生前の個人登録データとし
て厳重に保管しておき、必要な際に遺体のDNAデータとの照合により
身元の確認を行う「生前DNA登録」システムを運用しており、迅速か
つ確実な身元確認に役立ったとの事例も報告しています。

災害や事故に備えた歯科的身元確認システム

システム一式
電子ペン 

電子ペン対応デンタルチャート  

PC（ K D U -D en tCA S）  

デジカメ （ W i-Fi SDカード ）

細胞からD N Aを取り出す 

D N Aを解析 

データベースを構築 

生前D N A情報とご遺体のD N A情報を照合して身元確認を行う

生前D N A登録された方には、 登録済証を交付

生前D N A登録

費　 用： 1万円 

データ ： 終身保管 

再登録、 更新なし


